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はじめに 

 年末調整とは                                                         

年末調整とは、給与所得者に対して事業所等が支払った 1 年間（1 月〜12 月）の給料・賞与や賃金及び、 

源泉徴収した所得税等を、原則として 12 月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を精算することを 

いいます。給与計算システムでは、年末調整計算、還付金処理、源泉徴収票の作成、賃金台帳等の 

年末調整業務を実施することができます。 

 eNEN とは 

eNEN とは、年末調整処理を実施するための情報を Web 上で収集し、その収集した情報を給与計算システム

へ連携することで、給与計算システムで所得税の計算をするための、情報収集システムとなります。 

年末調整の所得税の徴収額や還付額は、給与計算システムで実施していただきます。 

 

 年末調整 ウィザード型とは 

年末調整に必要な「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の

配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「（特定増改築等）住宅借

入金等特別控除申告書」の申告書に対して、設問に回答することで申告を完了することができます。 

 

 利用できる端末 

【パソコン】 

 

 

 

 

【スマートフォン・タブレット】 

 

OS Windows10 以上 

   *Microsoft 社のサポート終了まで 

ブラウザ Edge ・ Chrome 

OS iOS 15 以上 ・ Android10 以上 

ブラウザ Safari ・ Chrome 
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ログイン方法（初めて eNEN を利用する場合） 

 ログイン方法（初めて eNEN を利用する場合） 

① 指定のブラウザを起動し、会社から案内のあっ

た URL を入力しシステムを起動します。 

 URL が分からない場合は、自社管理部門にご確認願
います。 

 URL はブラウザ上部の検索枠に入力してください。 

 

② 会社から通達されている「ログイン ID」「パス

ワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリッ

クしてください。 

 

③ 「入力したパスワードが間違っていないか」等

を確認することができます。パスワード入力欄

の下「パスワードを表示する」のチェックボッ

スに「✔」を付けることで、入力したパスワード

を確認することができます。 

例：「●●●●●●」⇒「Abcdef123」に表示を

切り替えます。 

 

④ 会社から案内のあった「パスワード」は「仮パ

スワード」になります。必ず、ご自身が忘れな

いパスワードに変更してください。次回以降の

eNEN へのログイン時に必要になります。 

 

 パスワードは「英大文字」「英小文字」「数字」 
「記号」から 3 種類を組み合わせて 
「10 文字以上」で設定します。 
 例：1273TN2a 
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 メールアドレスが登録されている場合（パスワードの案内がない） 

① 指定のブラウザを起動し、会社から案内のあっ

た URL を入力し eNEN を起動してください。 

 URL が分からない場合は、自社管理部門にご確認願
います。 

 URL はブラウザ上部の検索枠に入力してください。 

 

② ログイン画面の「パスワード設定・再設定・忘

れた方はこちらから」をクリックしてくださ

い。 

 

③ 登録されているメールアドレスにメールを送

信することで、パスワードの設定が可能となり

ます。「メールアドレス」欄にアドレスを入力

し、メール送信ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

④ 登録されているメールアドレスに「パスワード

初期設定/再設定メール」メールが届きます。 

上段のリンク先「パスワード初期設定/再設定」

又は、下段に記載されている URL をクリックし

てください。 

 メールを受信後「10 分」以内にパスワードを設定
してください。10 分以上経過した場合、受信した
メールは無効となります。再度、ご自身宛にメール
を送信して設定してください。 
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⑤ パスワード変更画面が表示されますので、必ず

ご自身が忘れないパスワードに変更してくだ

さい。次回以降の eNEN へのログイン時に必要

になります。 

 パスワードは「英大文字」「英小文字」「数字」 
「記号」から 3 種類を組み合わせて 
「10 文字以上」で設定します。 
 例：1273TN2a 

 

 

 パスワードを忘れた場合 

  
1.メールアドレスの登録がない場合  

① 自社の管理部門にパスワードの初期化を依頼し

てください。 
 

② 初期化されたパスワードでログインした場合

は、パスワードの変更が要求されます。 

   パスワードの変更方法は、「■ログイン方法（初め
て eNEN を利用する場合）」の③を参照してくださ
い。 

   パスワードは、必ず、忘れないパスワードに変更
してください。 

   パスワードは「英大文字」「英小文字」「数字」 
「記号」から 3 種類を組み合わせて 
「10 文字以上」で設定します。 
 例：1273TN2a 

 

2.メールアドレスが登録されている場合 

 

 

① 「■メールアドレスが登録されている場合（パス

ワードの案内がない）」を参照してください。 
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 ログインができない場合  

1.パスワードがロックされた場合 

① パスワードを「5 回」間違えた場合は、ロッ

クがかかります。 

② パスワードがロックされた場合は「30 分」

経過後、再ログインしてください。 

③ アカウントロックがかかった場合、パスワー

ドを初期化しても、「30 分」間を空けてから

ログインしてください。 

 

 

2.メールアドレスが登録されている場合 

① 「■メールアドレスが登録されている場合

（パスワードの通達がない）」を参照の上、ご

自身にメールを送信し、パスワードを設定し

てください。 

 アカウントロックがかかっている場合は、「30 分」
後にご自身宛へメールを送信してください。 
30 分経過後しないとログインができませんので、
ご注意願います。 

 

3.ログイン後、メッセージが表示された場合 

① お使いのパソコンやスマートフォンが「2 頁■

利用できる端末」以外をご利用されている場合

は「お使いの・・・」のメッセージが表示されま

す。 

ご利用の端末が推奨されているバージョンにな

っているかご確認ください。 
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Authenticator で認証を行う 

 Authenticator 認証とは 

OTP (One-Time Password)を利用した二要素認証であり、短時間で有効期限が切れる一度きりのパ

スワードを生成、認証するためのものになります。 

アカウントの不正アクセスを防ぐことができるという特徴があります。 

※ iPhone や Android の機種やバージョンによりイメージ画面が異なります。ご了承願います。 

 

 デフォルトの認証形式の変更 

2024 年 9 月 1 日から、Authenticator を使って認証をする必要があります。ただし、管理者が他の

認証方法を設定している場合は、その認証方法を利用することになります。 

スマートフォンに Authenticator を利用するためのアプリを事前にインストールする必要がありま

す。 

 Authenticator 認証の事前準備 

 Authenticator アプリのインストールの手順（iPhone の場合） 

① iPhone「App Store」 を起動します。 

（機種や設定により、イメージは異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューに表示されていない場合は画面の「設定」

を選択して、プログラム一覧より「App Store」を

探してください。 

 ※画面をスクロールして「App Store」を探してく

ださい。 
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② 検索バーに「google authenticator」と入力し

て検索してください。検索結果に「Google 

Authenticator」が表示されましたら「入手」を

選択してください。 

 

③ 「インストール」を選択してください。  

④ インストールが完了すると「開く」と表示され

ますので「開く」を選択してください。 
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⑤ 「Google 認証システムでセキュリティをさら

に強化」画面が表示されるとインストールが完

了となります。 

 

 

⑥ ⑤のインストールが完了するとホーム画面に

「Authenticator」のアイコンが表示されます。 

（機種や設定により、イメージは異なります） 
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 Authenticator アプリのインストールの手順（Android の場合） 

① Android App「Play ストア」 を起動します。 

（機種や設定により、イメージは異なります） 

 

 

メニューに表示されていない場合は、画面を下に

指をあて上に画面を移動し、プログラム一覧よ

り、「Play ストア」を探してください。プログラ

ム一覧より「Play ストア」を探してください。 

（機種により、異なる場合があります） 

 

② 検索バーに「google authenticator」と入力し

て検索してください。 

 

 

 

 

  

プログラム一覧表示 
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③ 「インストール」を選択してください。  

④ インストールが完了すると「開く」と表示されま

すので「開く」を選択してください。 

 

⑤ 「Google 認証システムでセキュリティをさら

に強化」画面が表示されるとインストールが完

了となります。 
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⑥ ⑤のインストールが完了するとホーム画面に

「Authenticator」のアイコンが表示されます。 

（機種や設定により、イメージは異なります） 
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 Authenticator 認証の認証設定 

 Authenticator 認証 初めてログインする場合の手順 

① 「ログイン ID」と「パスワード」を入力してロ

グインしてください。 

 

② 認証設定画面が表示されます。アプリ認証の認

証設定用の QR コードまたはシークレットキー

が画面に表示されます。 

 

③ スマートフォンにインストールした認証アプリ 

「Authenticator」 を起動してください。 

（機種や設定により、イメージは異なります） 
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④ 「Authenticator 認証」を利用できるように

「Authenticator」に表示されている「QR コー

ドをスキャン」「セットアップキーを入力」のど

ちらかを選択してください。 

右下の「＋」ボタンを選択すると表示されま 

す。 

・QR コードをスキャン 

・セットアップキーを入力（シークレットキー） 

 

◆「QR コードをスキャン」を選択した場合 

画面に表示されている QR コードをカメラで読 

取ります。 

（カメラを QR コードにあてて読込ます） 

 

 

◆「セットアップキーを入力」を選択した場合 

画面に表示されているシークレットキーを「鍵」

に入力します。 

 

アカウント名：eNEN 

鍵：シークレットキー 

鍵の種類：時間ベース 

を入力し、「追加」ボタンを選択してください。 
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⑤ スマートフォンの「Authenticator」に６桁の認

証コードが生成されます。生成された認証コー

ドを Authenticator 認証設定画面に入力し、「登

録」ボタンをクリックしてください。 

 

⑥ バックアップコードが発行され表示されます。

バックアップコードを保管後、「次へ」ボタン

をクリックしてください。 

 認証アプリを設定したスマートフォンが手元にな
い場合、バックアップコードを使用してログインす
ることができます。 

 「プリンター」マークをクリックすると PDF ファ
イルにバックアップコードを出力することができ
ます。 

 

 

PDF ファイルを印刷 

PDF にて⑥に表示されている内容を印刷でき

ます。大切に保管をしてください。 
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Authenticator 認証を行う 

 Authenticator 認証 ログイン時の手順 

① 「ログイン ID」と「パスワード」を入力してロ

グインしてください。 
 

 

② Authenticator 認証画面が表示されます。 

 

③ スマートフォンの 「Authenticator」 を起動し

てください。 

（機種や設定により、イメージは異なります） 

 Authenticator で認証する場合は、必ず、「③のスマ
ートフォンの Authenticator で生成された認証コ
ード」が必要になります。起動を忘れないようにし
てください。 

 

 

④ 「Authenticator」で生成された認証コードを

入力し、「認証」ボタンをクリックしてください。 

 認証コードの入力を 5 回間違えた場合は、ログイン

することができません。30 分時間を空けて再度、

「ログイン ID」と「パスワード」の入力からやり

直してください。 
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⑤ 認証コードが一致することで申告ホーム画面が

表示されます。 
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バックアップコードで認証を行う 

認証アプリを設定したスマートフォンが手元にない場合でも、バックアップコードを使用して 

ログインすることができます。 

 バックアップコードを使ったログイン手順 

① 「ログイン ID」と「パスワード」を入力してロ

グインしてください。 

 

 

② Authenticator 認証画面が表示されます。画面

下部の「バックアップコードで認証する」をク

リックしてください。 

 
③ バックアップコードを入力するためのダイアロ

グが表示されます。保管しているバックアップ

コードを入力し「認証」ボタンをクリックして

ください。 

 同じバックアップコードを 2 回使用することはで

きません。 

 

④ バックアップコードが一致することで申告ホー

ム画面が表示されます。 
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メールアドレス・連絡先電話番号を登録する 

 メールアドレスを登録する 

1. 事前に登録されているメールアドレスを変更し

する時やメールアドレスが未登録の場合に登録

を行ってください。 

メールアドレスを登録しておくと「パスワード

を忘れた」場合に管理者への連絡が不要となり、

ご自身でパスワードの変更ができるようになり

ます。 

 ガラパゴス携帯（ガラケー）のメールアドレスを登
録された場合は、メールを受信してもパスワードの
設定画面を表示することができません。パソコン又
は、スマートフォンのメールアドレスを登録してく
ださい。 

 メールアドレスが登録されていると、パスワードの
設定やパスワードを忘れた場合の案内などを受信
することができます。登録をお勧めします。 

 Authenticator 認証を使用する場合は「認証設定を
初期化する」「バックアップコードを確認する」「バ
ックアップコードを再発行する」のボタンが表示さ
れています。Authenticator 認証を使用しない場合
は非表示となります。 

 

① メールアドレスが登録されていない場合は、ロ

グイン後に「メールアドレスの登録を行ってく

ださい。」のメッセージが表示されます。 

メールアドレスが事前に登録されている場合

は、メッセージは表示されません。 

 ログインができない場合は、メールアドレスの登録
ができません。事前に仮パスワードを発行してもら
っておく必要があります。 

 

② メニュー画面の右上段にログイン者の氏名があ

ります。氏名横の「▼」をクリックし「メール

アドレス変更」をクリックしてください。 

 



ウィザード型操作手順書 

21 

③ メールアドレス・連絡先変更画面が表示されま

す。メールアドレスを入力し、「変更」をクリッ

クしてください。「変更」をクリックすることで、

メールアドレスが変更され、確認の為に変更さ

れた新メールアドレスにメールを送信します。 

 初めて登録する場合も「メールアドレス・連絡先変
更」画面より登録してください。 

 メールアドレスが登録されている場合は、アドレス
が表示されます。確認してください。 

 メールアドレスに誤りがある場合は、メールが送信
されません。再度、アドレスを確認してください。 

 メールアドレスの登録は任意となります。  

④ 「メールアドレスの登録を行ってください。」の

メッセージをメニュー画面に表示させたくない

場合は、「未登録通知」のチェックを外します。

チェックを外すことでメールアドレスが登録さ

れていなくてもメッセージが表示されなくなり

ます。 
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 連絡先電話番号を登録する 

１． 日中連絡可能な電話番号を登録することができ

ます。管理部門からの問い合わせなどがあった

場合に、スムーズな対応をすることが可能とな

ります。 

 登録することで、連絡や回答が遅れ、各種控除を受
けられたはずが年末調整の対象から外れてしまっ
た・・・等を防ぐことができます。 

 電話番号登録時には「-」ハイフンは不要です。 

 必ず、日中連絡可能な電話番号を登録してくださ
い。（携帯番号等） 

 

 

 

 SMS 認証用電話番号を登録する 

① セキュリティを強化するための「認証用コード」

を使ってログインすることができます。方法と

して携帯電話に「SMS 認証コードを送信する」

「メールアドレスへ認証コードを送信する」「認

証アプリで生成される認証コードを使用する」

3種類の認証方法があります。SMSを使って「認

証コード」を送信する場合は、携帯電話の番号

が必須となります。SMS 専用の携帯番号を登録

してください。 

 「認証コード」を使用する場合「メールアドレス・
連絡先変更」画面の下部「認証方式」欄に「二段階
認証」「SMS 認証」「Authenticator 認証」と記載さ
れております。該当しない場合は、「認証方式」欄が
非表示となります。 

 「SMS での認証」「メールアドレスでの認証」の場

合は、認証コードを受取れる連絡先の登録が「必須」

となります。 

 「日中連絡可能な電話番号」と「SMS 認証用電話

番号」が同じ場合、両方に同じ電話番号を登録して

ください。 

 「SMS 認証」をする場合のみ「SMS 認証用電話番

号」の登録欄が画面に表示されます。対象でない場

合は非表示となります。 
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メールアドレス・連絡先変更で認証の設定を行う 

 Authenticator 認証アプリの認証設定を初期化する 

Authenticator 認証で使用していたスマートフォンを新しくする場合、 

Authenticator の認証設定を初期化し、再設定する必要があります。 

① ログイン後、メールアドレス・連絡先変更画面

を表示してください。 

 

 

② 「認証設定を初期化する」ボタンをクリックし

てください。 
 

③ 確認ダイアログが表示されます。「OK」をクリ

ックすることで、認証設定が初期化されます。 

 

④ ロ グ ア ウ ト 後 、 再 度 ロ グ イ ン す る と 、

Authenticator 認証設定画面が表示されます。 

 「Authenticator 認証設定 Authenticator 認証 初
めてログインする場合の手順」を参照し、再度
「Authenticator 認証」の認証設定を実施してくだ
さい。 
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 Authenticator 認証のバックアップコードを確認する 

バックアップコードの使用状況を確認することができます。 

① ログイン後、メールアドレス・連絡先変更画面を

表示してください。 

 

 

② 「バックアップコードを確認する」ボタンを 

クリックしてください。 

 

③ 現在発行されているバックアップコードが表示

されます。 

使用済のバックアップコードには、取消線及び

使用日時が表示されます。 

 保管しているバックアップコードを使用してくだ
さい。  

 使用済バックアップコードを再度使用することは
できません。  

 バックアップコードは、スマートフォンを忘れた等
認証コードが生成できない場合に使用してくださ
い。 

 

④ 最新状態のバックアップコードを保管する場合

は、「プリンター」マークをクリックして PDF フ

ァイルを保存してください。 
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 Authenticator 認証のバックアップコードを再発行する 

「バックアップコードを使い切ってしまった」「バックアップコードを記載した PDF 資料を紛失して

しまった」等が発生した場合、バックアップコードを再発行することができます。 

① ログイン後、メールアドレス・連絡先変更画面を

表示してください。 

 

 

② 「バックアップコードを再発行する」ボタンを

クリックしてください。 

 

③ 確認ダイアログで「OK」をクリックすることで、

バックアップコードが再発行されます。 

 

④ 新しいバックアップコードが発行されます。 

 新しいバックアップコードを発行した場合は、古い

バックアップコードは使用できません。 
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メニュー 

 メニュー画面 

① ログイン後に管理者からのお知らせ通知、シス

テム管理者からのお知らせ通知、またはリリー

ス情報更新の通知がある場合は、お知らせ通知

画面が表示されます。 

 システム管理者からのお知らせ通知、リリース情
報更新の通知が表示されない場合があります。(管
理者による設定により表示されない場合がありま
す) 

 

② 管理者からのお知らせ通知リンクをクリック

すると管理部門からのお知らせ画面を表示し

ます。 

 

③ システム管理者からのをお知らせ通知リンク

をクリックするとシステム管理者からのお知

らせ画面を表示します。 

 

④ リリース情報更新の通知のリンクをクリック

するとリリース情報画面を表示します。 

 管理者からのお知らせ、システム管理者からのお
知らせ、リリース情報を参照しないで「閉じる」を
クリックした場合は、次回以降もログイン時にお
知らせ通知画面が表示されます。必ず、確認してく
ださい。（確認することで①の表示が非表示になり
ます） 

 

① 

② 

④ 
③ 

③ 

④ 
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⑤ お知らせ通知の参照後、お知らせ通知画面の

「閉じる」ボタンをクリックすると、年末調整を

開始するための申告ホームが表示されます。 

 お知らせ通知がない場合は、そのまま申告ホーム
が表示されます。 

 

 

⑥ 自社で年末調整を行わない場合は、「当社で年

末調整・・・・・」を確認し、「はい」に変更す

ることで「扶養控除等（異動）申告書」の提出

のみ申告していただきます。 

 次の方は、確定申告が必要です 

・主たる給与収入が 2,000 万円を超える方 

・災害免除法の規定により、その年の給与に対す 

る源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた方 

⑦ 電子的データでの保険料控除の取込や住宅借

入金等特別控除の取込がある場合は、XML フ

ァイルを準備して取込を実施してください。又

は、マイナポータルから API 連携にて取込を実

施してください。 

⑧ メニューの「年末調整を開始する」ボタンをク

リックし、年末調整の設問に回答していきま

す。 

⑨ 申告を開始する前に、各種申告書の内容を確認

したい・申告用紙を印刷したい場合は「申告書」

ボタンをクリックしていただくことで、印刷す

ることができます。 

  

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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 「年末調整を開始する」からの処理の流れ 

1-1 年末調整資料の準備 年末調整を申告するにあたり必要な書類を確認し、手元に用意し

てください。 

▼  

1-2 氏名・住所・前職について あなたの住所など、会社に届出ている情報に関する設問がありま

す。設問にお答えください。 

▼  

1-3 ご自身の所得見込について ご自身の所得見込に関する設問があります。給与の収入金額を入

力してください。（全ての方が入力の対象となります） 

▼  

1-4 障害・就学状況について あなたの障害状況や就学状況に関する設問があります。設問にお

答えください。 

▼  

1-5 寡婦・ひとり親状況について あなたの配偶者の有無及び扶養親族の状況に関する設問がありま

す。設問にお答えください。 

▼  

1-6 本人状況確認画面 あなたの扶養控除等（異動）申告書に該当する回答を一覧表示し

ています。内容を確認してください。 

▼  

1-7 配偶者について 配偶者についての有無及び配偶者控除や配偶者特別控除に該当す

る収入金額に関する設問があります。 

▼  

1-8 扶養親族について  会社に届出ている扶養親族の情報を一覧表示しています。 

扶養親族の収入情報などを確認の上、入力してください。 

▼  

1-9 所得金額調整控除について 配偶者や扶養親族を確認した結果、所得金額調整控除の該当・非

該当者を一覧表示しています。 

変更がある場合は、修正してください。 

▼  

1-10 配偶者・扶養親族状況確認画面 配偶者及び扶養親族の該当者を一覧表示しています。内容を確認

してください。 

▼  

1-11 保険料控除の申告実施について 保険料控除の申告の有無に関する設問があります。 

申告がない場合は、そのまま住宅借入金等特別控除の設問に移り

ます。申告がある場合は次の設問に移ります。 

▼  
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1-12 生命保険の支払いについて あなたが会社で加入している団体生命保険の内容や、前年度に加

入していた生命保険の情報を一覧表示しています。追記及び修正

があれば入力してください。 

 「一般の生命保険」「介護保険」「個人年金保険」についての設問に

なります。 

 「一般の生命保険」「個人年金保険」については、加入年月により

「新」「旧」の区分があります。「新旧」区分により控除額が異なり

ますのでご注意ください。 

 保険料控除には、控除額の上限があります。上限を超えて登録して

も上限額は変わりませんのでご注意ください。 

 団体生命保険については、証明書の提出は不要です。（修正はでき

ません） 

 マイナポータル・電子的データの取込をした保険料については、証

明書の提出は不要です。(修正はできません) 

▼  

１-13 地震保険の支払いについて あなたが会社で加入している団体地震保険又は団体旧長期損害保

険の内容や、前年度に加入していた地震保険・旧長期損害保険の

状況を一覧表示しています。追加があれば入力してください。 

 地震保険と旧長期損害保険が同じ証書番号の場合は、どちらか控除

額の多い方を入力してください。 

 保険料控除には、控除額の上限があります。上限を超えて登録して

も上限額は変わりませんのでご注意ください。 

 団体損害保険については、証明書の提出は不要です。(修正はでき

ません) 

 マイナポータル・電子的データの取込を行った保険料については、

証明書の提出は不要です。(修正はできません) 

▼  

1-14 社会保険料 

小規模企業共済等掛金について 

扶養親族の社会保険料（国民健康保険・国民年金等）の支払いをし

ている場合や iDeCo などの確定拠出年金などに加入している場合

は、支払った保険料を入力してください。 

 国民健康保険料は、控除証明書の提出は不要です。 

▼  

1-15 保険料控除登録確認画面 あなたが登録した保険料控除及び会社で加入している団体保険料

の明細を一覧表示しています。内容を確認してください。 

▼  

1-16 住宅借入金等特別控除の申告

実施について 

住宅借入金等特別控除申告書の申告有無についての設問がありま

す。設問にお答えください。 

▼  

1-17 住宅借入金等特別控除につい

て 

住宅購入時の借入金額などの表示を確認してください。Web 申告

を初めて行う場合も入力してください。控除額を算出するために

必要な情報になります。 
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▼  

1-18 ローン情報について 今年度の年末残高を入力してください。控除額を計算します。 

 控除額は、年末調整対象年の年末残高を元に算出します。 

▼  

1-19 住宅借入金等特別控除確認画面  住宅借入金等特別控除の明細を一覧表示しています。内容を確認

してください。 

▼  

1-20 年末調整完了 年末調整の申告が完了します。証明書の提出が必要な場合は、添

付台紙（あなたのチェックシート）を印刷して、提出物を確認の

上、添付台紙と合わせて証明書を提出してください。 

 完了時に「添付台紙」の印刷ボタンが表示されていない場合は、提

出する証明書はありません。 
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年末調整資料の準備 

年末調整をするにあたり、必要な書類があります。確認の上、準備してください。 

1-1 源泉徴収票が必要な方 

① 新入社員の方で入社する前にアルバイトなどで他の会

社から給与の支給を受けていた場合 

② 中途入社の方が前職で給与の支給を受けていた場合 

 源泉徴収票の発行年分が、年末調整を実施する「年」になっ

ていることを確認してください。年末調整実施年より前の源

泉徴収票は対象外となります。 

 源泉徴収票が手元にない場合は、前職の会社へ連絡し、必ず

手元に準備をしてください。源泉徴収票がない場合は、前職

分の給与等を含んで年末調整の計算はできません。その場合

は、確定申告を行うことになります。 

 

1-2 障害者手帳が必要な方 

① ご自身が障害者手帳を持っている場合 

② 配偶者や扶養親族が障害者手帳を持っている場合 

 配偶者控除を受ける「配偶者」「税扶養する扶養親族」に関

して、準備をしてください。所得金額調整控除に該当する「扶

養しない扶養親族」の方は、障害者手帳は不要です。 

 

1-3 学生証が必要な方 

① ご自身が学生証を持っている場合 

【勤労学生に該当する要件】 

次のいずれかの学校の学生、生徒であること 

・学校教育法の規定する高等学校、大学、高等専門学校等 
・国や地方公共団体、私立学校等が設置した専修学校や 

各種学校のうち、一定の課程を履修させるもの 
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う 

職業訓練法人で、職業に必要な技術を含む一定の課程 
を履修させるもの 

 ご自身が通学している学校が要件に「該当するか」不明な場

合は、学校に確認をしてください。 
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1-4 親族証明書が必要な方 

① 扶養親族が国外に居住している場合 

※ 国外居住の扶養親族が複数人いる場合は、 

扶養親族一人ひとりが分かる証明書が必要となります。 

 親族証明書には、あなたとの続柄が分かる部分を翻訳し、〇を付ける

等してご提出ください。 

 親族証明書は国により異なります。自国で取得してください。 

 

1-5 送金証明書が必要な方 

① 「1-4」の扶養親族が国外に居住している場合 

※ 扶養親族一人ひとりに送金をした証明書が必要となります。 

（為替での送金証明書又はクレジットでの送金証明書） 

 送金証明書は、コピーの提出でも問題はありません。 

 

1-6 38 万円の送金書類が必要な方 

国外にいる年齢が 30 歳以上 70 歳未満で且つ留学生でも障害者で

もない扶養親族に「生活費」「教育費」に充てるために 38 万円以上

の送金をした場合。 

① 対象者へ送金した金融機関が発行した利用明細書のコピー 

② 対象者へクレジットカード発行会社が発行した利用明細書の

コピー 

 送金証明書が日本語でない場合、翻訳文も必要となります。 

 年間に複数件の送金をしている場合、38 万円以上の送金をしている
ことが分かる送金証明書枚数が必要になります。 

 提出した枚数の合計が 38 万円になっていない場合は、控除を受ける

ことができません。 

 送金した時点での為替金額にて送金額を日本円に換算した金額を合

計してください。 
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1-7 留学証明書類が必要な方 

扶養親族が、留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった場合。 

 

 

※外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留証明書

の提出が必要です。 

 

1-8 保険料支払い証明書が必要な方 

① ご自身で保険料の支払いをしている場合 

② 扶養親族の保険料の支払いをしている場合 

 証明書の原本の提出が必要です。「控除証明書のコピー」「保険料支払

いのお知らせ」では控除を受けることができません。必ず、控除証明

書原本を提出してください。 

 当年分の控除証明書であることを確認してください。 

 マイナポータル・電子的データ（XML）の取込をした保険料控除証明

書の提出は不要です。 
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1-9 住宅借入金等特別控除申告書が必要な方 

① ご自身が購入した家屋又は土地に居住を開始する場合 

② 住宅を購入した後、確定申告を実施し申告書が手元にある場合 

※ 住宅を購入後、必ず控除を受けるための確定申告が必要です。 

確定申告をすることで税務署より「給与所得者の（特定増改築

等）住宅借入金等特別控除申告書」の申告用紙が届きます。 

※ 年数分（初年度を除く）送付されますので、大切に保管してく

ださい。（紛失した場合は、居住している所轄の税務署へご相

談願います） 

※ 連帯債務者がいる場合は、連帯債務者の申告書も送付されます

ので、ご自身の申告書をご準備ください。 

 住宅控除を受ける場合は、必ず、住宅購入後、確定申告が必要です。 

 「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」は、原

本を提出してください。（コピー不可） 

 マイナポータル・電子的データ（XML）の取込をした「（特定増改築等）

住宅借入金特別控除申告書」の申告用紙の提出は不要です。 

 

1-10 残高証明書が必要な方 

① 「1-7」の住宅控除を受ける場合 

※ 金融機関より毎年 10 月頃に残高証明書が送付されます。 

複数の金融機関で借入をしている場合は、 

借入金融機関別の残高証明書が必要になります。 

※ 連帯債務者がいる場合は、連帯債務者分の残高証明書も 

送付されます。ご自身の残高証明書をご準備ください。 

 年末調整を受ける年の残高証明書が必要です。 

 残高証明書は、原本を提出してください。（コピー不可） 

 マイナポータル・電子的データ（XML）の取込をした「金融機関の残

高証明書」の提出は不要です。 

 

 

 

 



ウィザード型操作手順書 

 

35 

1-1 電子的控除証明書 

１．「保険料控除証明書」「住宅借入金等特別控除申告書」「金融機関の残高証明書」の控除を受ける場合、

あなた自身が契約している保険会社・所轄税務署・金融機関のポータルサイトよりファイルをダウンロー

ドし、eNEN に取込むことができます。ファイルは「XML」形式でダウンロードできます。そのままアッ

プロードしてください。アップロードしたファイルは、「保険料控除申告書画面・住宅借入金等特別控除申

告書画面」にそれぞれ表示されます。表示されたファイルは訂正することができません。間違えた場合は

削除してください。 

２．マイナンバーカードを使って、マイナポータルに連携し「保険料控除証明書」「住宅借入金等特別控除

申告書」「金融機関の残高証明書」のデータを取得して eNEN へ連携することができます。連携したデータ

は「保険料控除申告書画面・住宅借入金等特別控除申告書画面」にそれぞれ表示されます。表示されたフ

ァイルは訂正することができません。間違えた場合は削除してください。 

 「マイナンバーカードを使ってデータを連携する」「XML データを取込む」場合は、各保険会社・金融機関・所轄

税務署にて、ご自身で連携をするためのお手続きが必要となります。会社がご自身に代わって手続きをとることは

できません。ご注意願います。 

 「マイナポータルより連携」「XML データの取込」を行った場合は、控除証明書の提出は不要となります。 

 保険料控除の取込・連携したデータに関しては、削除のみ可能です。 

 住宅控除の証明書・金融機関の残高証明書については、再取込をすることで最新のデータに更新をします。控除を

受けない場合は「いいえ」に変更して申告願います。 

 手順1： 電子的控除証明書をアップロードする 

① ログイン後、申告ホームの上段にある「電子的控除証明書

（XML）のアップロード」の「  」をクリックします。 

 

② 「電子証明書取込」「マイナポータル連携」の選択肢が表示され

ます。 

 「XML」ファイルを取込む場合は「電子証明書取込」を使用してく
ださい。 

 「マイナンバーカード」より、データを連携する場合は「マイナポ
ータル連携」を使用してください。 

 

  

① 

② 
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③ 「電子証明書取込」を選択した場合は、「参照」ボタンをクリッ

クし、ご自身のパソコンに保存した保険会社の「XML」ファイ

ルを指定し、「開く」ボタンをクリックします。 

 

④ 指定した「XML」ファイル名が表示されます。ファイル名に相

違がないかをご確認の上「取込む」ボタンをクリックしてファ

イルの取込みを開始します。 

 

⑤ 「XML」ファイルの取込完了後、完了メッセージと取込結果が

表示されます。 

 複数件ある場合は、1 件ずつ繰返し取込を実施してください。 

  ※保険料控除証明書は、ご自身が契約している保険会社で電子

データ取得（XML）の手続きを行ってください。 

  ※住宅借入金等特別控除申告書は、所轄税務署で電子データ取

得（XML）の手続きを行ってください。 

但し、2019 年 10 月増税前の申告書は電子データでの手続

きができません。ご自身の申告書が電子データとして取扱い

をされているかの確認は、所轄税務署で行ってください。 

  ※金融機関の残高証明書は、借入をしている金融機関で電子デ

ータ取得（XML）の手続きを行ってください。 

 

⑥ 「XML」データの取込にエラーがあった場合、エラーメッセー

ジ表示と共にエラーログがダウンロードされます。 

ダウンロードしたファイルを表示し、エラー内容をご確認く

ださい。保険会社又は金融機関にご確認の上、再取込を行って

ください。 

 保険料控除明細を複数件取込した場合、エラーチェックを実施し、

重複の取込を防ぎます。 

 取込用データを変更した場合、エラーチェックを実施し、取込デー

タの改ざんを防ぎます。 

 取込を実施するデータを重複して取り込んでいないか確認の上、取

込を実施してください。 
 

③ 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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⑦ 「マイナポータル連携」を選択した場合は、「マイナポータルサ

イトへ移動する」ボタンをクリックします。 

デジタル庁の「マイナポータル」へ遷移するための確認画面が

表示されます。 

 

⑧ 確認画面より「マイナポータルサイトへ移動する」ボタンを再

度クリックしてください。マイナポータル画面が表示されま

す。 

 マイナポータル連携時に保険控除の保険料控除証明書に重複デー

タがあった場合、エラーメッセージが表示され取込ができません。 

 マイナポータル連携時に住宅控除の控除証明書に重複データがあ

った場合、エラーメッセージが表示され取込ができません。 

 マイナポータル連携時に住宅控除の残高証明書に重複データがあ

った場合、取込した情報に上書きをします。 

⑨ デジタル庁「マイナポータル」画面の指示に従って各控除証明

書のデータを連携してください。 

※保険料控除証明書は、契約している保険会社へご連絡の上、

マイナポータルを使用して連携ができるようにするための手

続きを行ってください。 

※住宅借入金等特別控除申告書は、所轄税務署へご連絡の上、

マイナポータルを使用して連携ができるようにするための手

続きを行ってください。 

※金融機関の残高証明書は、借入をしている金融機関へご連

絡の上、マイナポータルを使用して連携ができるようにする

ための手続きを行ってください。 

 

  

⑨ 

⑧ 

⑦ 
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1-2 氏名・住所・前職について 

「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」のあなた（ご自身）に関連した事項について設問が表示されます。

会社に届出ている氏名や住所などが表示されていますので、変更がある場合は、訂正してください。 

 

 手順1： 初期表示の確認 

ご自身の氏名・住所など、会社に届出ている内

容が表示されています。訂正がないか確認して

ください。 

※事前に届出ている情報が表示されます。表示

されていない箇所は下部より修正してくださ

い。 

 

 手順2： 基本情報の訂正 

① ご自身の基本情報（住所や氏名など）を訂正す

る場合は必ず「変更事由」を選択してください。 

 

② 表示されている「基本情報について」欄を確認

し、不足している、誤りがある場合は、訂正し

てください。 

③ 「不足している」「誤りがある」場合は、いつ修

正したのかを「変更年月日」に入力してくださ

い。 

 

※＊の箇所は必須になります。必須箇所の入力漏れ

がないかを確認してください。 

※「変更年月日」が不明な場合は、申告日する日を

入力してください。 

【基本情報の変更事由選択肢】 

「結婚」「離婚」「養子縁組」「生年月日訂正」 
「性別訂正」「その他」から選択してください。 

③  
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 手順3： 住所情報の訂正 

① ご自身の住所を訂正する場合は必ず、「変更事

由」を選択してください。 

 

② 訂正をする場合は、いつから変更しているのか

を「変更年月日」に入力してください。 

③ 郵便番号（ハイフンなし）で検索することがで

きます。 

 

※＊は必須項目になります。必須箇所の入力漏れが

ないかを確認してください。 

※「変更年月日」が不明な場合は、申告日する日を

入力してください。 

 

【住所情報の変更事由選択肢】 

「転居」「住所表示変更」「単身赴任」「転勤」 
「結婚」「離婚」「カナ訂正」「世帯主変更」 
「その他」から選択してください。 

 

 手順4： 前職給与の訂正 

「中途入社をした」「入社する前にアルバイトをして

いた」など、他社から給与の支給を受けていた場合、

当年分の源泉徴収票を提出する必要があります。 

 

 

  
① 他社からの給与の支給がない場合は、「いいえ」

を選択してください。選択後「保存して次へ」

をクリックして「次の設問」へ移ります。 

② 他社から給与の支給がある場合は、「はい」を選

択してください。選択後「源泉徴収票を追加す

る」ボタンをクリックします。 

 

③ 手元の「源泉徴収票」を確認しながら、支払い

を受けた会社名や給与の金額などを入力してく

ださい。複数枚の源泉徴収票がある場合は「源

泉徴収票を追加する」ボタンをクリックし、続

けて入力してください。 

 源泉徴収票が当年になっていることを確認してく

ださい。（当年分になっていない場合は、対象外と

なります） 

② 

③ 

①  

②  
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④ 源泉徴収票が手元に「ある・ない」の確認を行

います。基本は源泉徴収票が手元にあります。

まだ手元に届いていない場合は「いいえ」に変

更してください。 

 「源泉徴収票が手元にあります。」の回答が「いい

え」の場合は、「②前職会社名称」のみ入力してくだ

さい。 

 

⑤ 入力した源泉徴収票をアップロードすることが

できます。 

 事前に提出している場合は、アップロードは不要で

す。 

 アップロードした場合は、原紙を会社に「提出する」

「提出しない」は管理部門に確認してください。 

⑥ 源泉徴収票の登録が完了した時点で「保存して

次へ」ボタンをクリックして「次の設問」に移

ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【源泉徴収票の見方】 
(a) 源泉徴収票を発行している会社の名称や住所 

が記載されています。 
(b) 在職中の給与の支給額が記載されています。

（給与収入金額） 
(c) 在職中に支払った所得税金額が記載されてい 

ます。 
(d) 在職中に支払った社会保険料等の金額が記載 

されています。 
(e) 源泉徴収票が発行されている会社の退職日が 

記載されています。 
(f) 社会保険料等の金額に含まれる小規模企業 

共済等掛金控除の金額が記載されています。 

 お手元の源泉徴収票が発行されている「〇〇年分」

の表示が、年末調整を行う年度と同じであることを

確認してください。 

(a) 

(b)

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

④ 

⑥ 

⑤ 

(a) 

(e) 

(b)

(d)

(f) 

(c) 
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1-3 ご自身の所得見込について 

ご自身の所得についての報告をしていただきます。今年 1 月から 12 月迄の給与の総支給見込金額（保険

料や所得税などを控除する前の給与金額）の合計金額を入力してください。所得の金額は自動で計算され

ます。所得の金額を元に、あなたの基礎控除額を算出します。 

 

［「基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書

兼所得金額調整控除申告書」の基礎控除申告書を作成します。］ 

 手順1： 初期表示の確認 

ご自身の「給与収入」が表示されています。「未入力」又は「給与所得」の確認をしてください。 

（事前に管理者が収入を設定している場合があります。設定されていない場合は必ず見込額を入力してくだ

さい） 

① 事前に本人給与収入が設定されている場合は、

収入予定金額が表示されます。 

 本人の収入金額が入力されていない場合でも「所得
金額」は前職源泉徴収票の所得金額を算出しており
ます。前職収入金額から算出した所得金額が表示さ
れております。 

 

 

② 前職源泉徴収票の入力がある場合は、「前職の源

泉徴収票（甲欄）の情報」が事前に表示されま

す。 

 所得金額が前職給与から算出した結果を表示して
おります。 

 事前に給与収入が登録されている場合は、給与収入
を含んだ金額が表示されます。 

 

③ 本人給与収入・副業収入（ある場合）各項目を

入力してください。入力された金額より、本人

の給与所得が算出されます。 

④ 給与所得以外の収入がある場合は、「給与以外

（年金収入や不動産収入等）の収入があります

か？」を「はい」にして該当の収入の入力を行

ってください。 

⑤ ご自身の金額を確認し、「保存して次へ」をクリ

ックしてください。 

 再入力する場合や訂正する場合は、設問に対して変
更が「あります」をクリックして入力画面を表示し
てください。 

①

① 

③

③ 

②

② 

④

④ 

⑤

⑤ 



ウィザード型操作手順書 

 

42 

 手順2： あなたの所得の入力・訂正 

① あなたの給与の収入額（見込額）を入力してくだ

さい。 

 給与の収入額とは、年末調整書類を提出する年の「1

月から 12 月」迄の「所得税」や「社会保険料など」

が差し引かれる前の総支給額となります。 

 給与の収入金額を入力すると、所得額が算出されま

す。（計算は不要です） 

 収入金額は「見込額」を入力してください。 

（給与支給額が分からない場合は、おおよその支給

額又は、前年の支給額を参考にしてください。） 

 

② 副業などの収入がある場合は、「副業収入」欄に

収入金額を入力してください。 

 副業収入（他社から給与収入がある場合）を含んだ

金額であなたの所得金額を算出します。 

③ 前職給与所得（源泉徴収票）を入力した場合、「前

職の源泉徴収票（甲欄）の情報」欄に入力内容が

反映されます。 

④  

④ 給与以外の収入がある場合は、設問を「はい」

に設定し、該当する項目にその年の収入額（見

込額）を入力してください。 

 各所得の種類の合計金額が、その年の所得金額にな

ります。 

 

【所得の種類の概要】 
1) 雑所得は、非営業用資金の利子等の所得 
2) 配当所得は、株主や出資者が法人から受ける

剰余金等の所得 
3) 不動産所得は、賃貸アパートや借地等の貸付

の所得 

【所得の計算方法】 
収入金額 － 必要経費 ＝ 所得金額 
それぞれの所得の種類ごとに所得金額を計算し、
合計した金額が所得金額になります。 

【自動で計算される所得】 
1) 給与所得 
2) 年金所得（雑所得） 
3) 退職所得 
 

⑤ 入力内容の確認が完了しましたら、「保存して次
へ」をクリックしてください。 

  

①

① 

②

②

② ③

③ 

④

④ 

⑤

⑤ 

④ 
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【退職所得の計算サポートツール】 

退職所得については、以下の種類があります。 
・短期退職手当 
・退職手当 
・特定役員退職手当 

 

① 「短期退職手当」「退職手当」は、勤続年数・収

入見込金額を入力することで「所得金額」を自

動で算出します。 

② 退職所得をご自身で計算して入力する場合は、

「所得を手入力する」ボタンをクリックし 

「収入見込金額」「必要経費」を入力してくださ

い。 

③ 当年に複数の退職所得を受け取っている場合な

どは「こちら」をクリックし、計算用のツール

を使って退職所得の金額を算出してください。 

④  

④ 入力した内容を元に所得金額を計算します。「反

映する」ボタンをクリックすると計算結果が一

覧表示されます。 

 

⑤ 退職所得を追加する場合は「退職手当を追加す

る」をクリックし、退職所得の情報を「④」と

同じく入力してください。退職所得の入力欄に

「所得を手入力する」ボタンを押して、ツールの

結果を入力してください。 

 ツールの計算結果は、退職所得の入力欄に自動反映

はされません。  

 

②

② 

②

② 

③

③ 

⑤

⑤ 

④

④ 

⑤

⑤ 
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1-4 障害・就学状況について 

 手順1： 初期表示の確認 

ご自身が「障害者手帳を持っているか」「学生手帳

を持っているか」を確認してください。 

 

 

① 変更（訂正）がない場合は「ありません」をク

リックして「次の設問」へ移ります。 

 
 

② 変更（訂正）がある場合は「あります」をクリ

ックして、該当箇所を入力してください。 

 

 

 手順2： 障害・勤労学生の訂正 

① 障害者手帳を持っている場合は、ご自身の障害

者手帳を参照し、障害の種類を選択してくださ

い。 

 

【障害者手帳を持っていますか？】 
「いいえ」「一般の障害者」「特別障害者」から選択し
てください。 

 障害が複数ある場合は、障害の重い方を明細に入力

してください。その他の障害の内容については、備

考欄に入力してください。 

② 学生手帳を持っている場合は、「学校名」「入学年

月日」を入力してください。 

 障害者手帳・学生証を確認し、入力してください。 

【勤労学生に該当する要件】 
次のいずれかの学校の学生、生徒であること 

・ 学校教育法の規定する高等学校、大学、高等専
門学校等 

・ 国や地方公共団体、私立学校等が設置した専修
学校や各種学校のうち、一定の課程を履修させ
るもの 

・ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練
を行う職業訓練法人で、職業に必要な技術を含
む一定の課程を履修させるもの 

 ご自身が通学している学校が要件に「該当するか」

不明な場合は、学校に確認してください。 

①  

② 
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1-5 寡婦・ひとり親状況について 

 手順1： 初期表示の確認 

あなた自身の「寡婦」「ひとり親」「該当しない」につ

いて、確認してください。 

 

① 変更（訂正）がない場合は「ありません」をクリッ

クして「次の設問」へ移ります。 

 
 

② 変更（訂正）がある場合は「あります」をクリック

して、該当箇所を入力してください。 

 

 

 手順2：  寡婦・ひとり親状況についての訂正 

① あなた自身の所得については、ご自身で登録した

金額で判断しています。修正を行いたい場合は、所

得の登録欄にて修正してください。 

 

② あなた自身が結婚しているなど、随時設問に回答

することで「寡婦」「ひとり親」が判定されます。 

【寡婦・ひとり親要件】 

共通：あなたの合計所得金額が「500 万円」以下であ
ること 

【寡婦の要件】 

1） 夫と死別（生死不明を含む）後、婚姻していない 
2） 夫と離別後婚姻をしておらず、 

扶養親族（合計所得が 48 万円以下）がいる 

上記 1)/2)どちらかが該当していること 

【ひとり親要件】 

1） 未婚（離別、死別、生死不明を含む）である 
2） 生計を一にする子（合計所得が 48 万円以下）が

いる 
3） 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められ

る者がいないこと 

上記 1)/2)/3)すべてに該当していること 

①  

②  
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1-6 本人状況の確認 

 手順1： ご自身について確認画面 

あなた自身についての設問に回答した内容を表示し

ています。内容が正しいか確認してください。 

 

① 回答を訂正する場合は「編集」をクリックすると入

力画面が表示されます。表示されている内容を確認

して入力してください。 

② 表示されている内容に問題がなければ「保存して次

へ」をクリックして配偶者についての設問に回答し

てください。 

 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「給与所得

者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得

金額調整控除申告書」の赤枠内の回答が完了します。 

 

 

 

 

①  

①  

①  

①

① ②

② 
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1-7 配偶者について 

配偶者控除に関しての設問があります。配偶者の「有無」や「住所」などを確認してください。 

「基礎控除兼配偶者控除兼所得金額調整控除の配偶者控除申告書を作成します。」 
「扶養控除等（異動）申告書の源泉控除対象配偶者に「該当する・該当しない」の判断し、申告書を作成します。」  

 

 

 

 手順1： 初期表示の確認 

① 変更（訂正）がない場合は「ありません」をクリッ

クして「次の設問」へ移ります。 
 

 
 

② 変更（訂正）がある場合は「あります」をクリック

して、該当箇所を入力してください 

 

 

 必ず配偶者の所得を入力してください。 

 所得については「未入力」と表示されます。 

 手順2： 配偶者の基本情報の訂正 

① 配偶者控除（配偶者特別控除）を受ける場合は、配

偶者の「基本情報について」確認・入力をしてくだ

さい。 

 

【税扶養の有無】 

「扶養する（配偶者特別控除を含む）」「扶養しない」を
選択してください。 
 

 当年中に死亡された「税扶養する（配偶者特別控除を含

む）」がいらっしゃる場合、配偶者控除（配偶者特別控除）

を受けることができる場合があります。収入（所得）を

ご確認の上、登録を忘れずに行ってください。 

①  
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 手順3： 配偶者の住所情報の訂正 

① 配偶者の「住所について」確認・入力をしてく

ださい。 

 

② 郵便番号（ハイフンなし）で検索することがで

きます。検索結果を確認の上、番地以下を入力

してください。 

 別居（国外）の場合は、郵便番号の入力は不要です。 

③ 訂正をする場合は、いつから変更しているのか

を「変更年月日」に入力してください。 

 「変更年月日」が不明な場合は、申告する日を入力
してください。 

【居住についての確認】 

 同居： 住所の入力は不要です。 

 別居（国内）： 配偶者の住所を入力してください。 

 別居（国外）： 配偶者が国外に居住されている場合
は、都道府県欄にお住いの「国名」、
市区町村名にお住いの「詳細」を入力
してください。 

 

  

②  

③  

①  
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 手順4： 配偶者の所得についての訂正 

① 配偶者の「所得について」確認・入力をしてく

ださい。 

 

② 給与所得（見込額）の確認をいたします。収入

欄に配偶者の 1 月から 12 月迄の収入見込み額

を入力すると、所得金額を自動で算出します。 

③ 給与以外の収入がある場合は、「はい」を選択し、

該当する項目に収入及び経費を入力してくださ

い。 

④ 配偶者控除を受けた結果「配偶者控除」「配偶者

特別控除」「源泉控除対象配偶者」については、

自動で判定して表示します。 

 算出した結果、所得金額が「1,330,001 円」以上

の場合は、配偶者控除を受けることができません。 

（給与収入金額「2,016,000 円」以上） 

 「給与所得」「65 歳以上の年金所得」「65 歳未満の

年金所得」については、年末調整の計算式より自動

で所得を算出します。 

①  

② 

③ 

④ 
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 手順5： 配偶者の障害の訂正 

① 配偶者の「障害について」確認・入力してくだ

さい。 

 

② 訂正する場合は、いつから変更しているのかを

「変更年月日」に入力してください。 

 「変更年月日」が不明な場合は、申告する日を入力
してください。 

【障害者手帳を持っていますか？】 

「いいえ」「一般の障害者」「特別障害者」から選択
してください。 
 

 障害が複数ある場合は、障害の重い方を明細に入力

してください。その他の障害の内容については、備

考欄に入力してください。 

②

② 

①

① 
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1-8 扶養親族について 

会社に届出ている扶養親族情報に関して設問が表示されます。扶養親族の変更や所得などをご確認ください。 

2020 年法改正により、あなたの給与収入（保険料や所得税控除前）が 8,500,001 円以上の場合、以下の条

件に該当する場合は「所得金額調整控除」を受けることができます。（あなたが扶養していない場合も控除の

対象となります） 

1)  23 歳未満の扶養親族を有する者 
2)  特別障害者である同一生計配偶者を有する者 
3)  特別障害者である扶養親族を有する者 
※1)〜3)いずれも、扶養親族もしくは配偶者の所得合計金額が 48 万円以下である必要があります。 

 

  

[扶養控除等（異動）申告書] 
 
[所得金額調整控除申告書] 

 手順1： 初期表示の確認 

① 変更（訂正）がない場合は「ありません」をク

リックして「次の設問」へ移ります。 

 

 
 

② 変更（訂正）がある場合は「あります」をクリ

ックして、該当箇所を入力してください。 

 
 

 

 手順2：  扶養親族一覧の確認 

① 扶養親族として登録されている家族一覧が表示

されます。 
 

② 必ず、所得金額（収入金額）について回答して

ください。 

 扶養親族の所得については、必ず入力してくださ

い。所得については「未入力」と表示されます。 

③ 変更（訂正）する場合は「あります」をクリッ

クして、該当箇所を入力してください。 

 
 

④ 扶養親族を追加する場合は「扶養親族を追加す

る」ボタンをクリックして親族を追加します。 

①

① ②

②

② 

③

③

③ 

④ 
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 手順3： 扶養親族の基本情報の訂正 

① 登録されている扶養親族について、「扶養する」

「扶養しない」について確認・訂正してください。 

 あなたの給与収入が 850 万円超の場合、扶養して

いない扶養親族がいる場合でも控除を受けること

ができます。「扶養しない」親族についても登録し

てください。 

 扶養親族の「所得の金額が 48 万円以下」であるこ

とを確認してください。 

 

【税扶養の確認】 
「扶養する」「扶養しない」より選択 

 当年に死亡された扶養親族（税扶養する）の方が「所

得の金額が 48 万円以下」の場合、控除を受けるこ

とができますので、「削除」や「扶養しない」にしな

いでください。 

 死亡年月日を登録することで、翌年の扶養からは対

象外とシステム内で自動的に処理されます。 

 扶養親族が「就職をした」「結婚して扶養しなくな

った」等があった場合は、「税扶養していますか？」

の選択を変更してください。 

 「削除」は、「登録を間違えた」「テスト的に登録し

た」等の場合にのみ行ってください。 

② 扶養親族のうち国外居住（居住区分が「別居（国

外）」の場合は、留学等で国外での生活をされて

いる方については「留学」の有無を確認して登

録してください。 

 留学以外の国外居住者は、「いいえ」を選択してく

ださい。 

 国内居住者は、「いいえ」を選択してくだい。 

 

【国外居住者の要件】 
年齢が 30 歳以上、70 歳未満の方が控除を受ける
場合は、以下の要件のいずれかに該当する必要があ
ります。 
1) 留学生の方 
 ※留学ビザや在留カード等を提出してください。 
2) 障害者の方 
 ※障害者であることが分かる書類を提出して 
  ください。 
3) 38 万円以上の送金をしている方 
 ※送金証明書の合計金額が 38 万円以上になって 
    いる証明書を全て提出してください。 
 
  例) 以下の場合、合計金額が 38 万円以上とな 
     る 4/1 と 6/30 の送金証明書を提出 
 
    2/1 ：100,000 円 
    4/1 ：140,000 円 
    6/30：320,000 円 

  

①  

②  
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 手順4： 扶養親族の住所の訂正 

① 対象の扶養親族の「住所について」を確認・入

力してください。 

 

② 「同居」の場合は、住所の明細と登録は不要です。

「同居」以外の場合は、住所の詳細を入力してく

ださい。 

③ 住所の入力は、郵便番号（ハイフンなし）で検

索することができます。検索結果表示後、番地

を入力してください。 

 【居住についての確認】 

 同居： 住所の入力は不要です。 

 別居（国内）： 扶養親族の方の住所を入力してくださ
い。 

 別居（国外）： 扶養親族の方が国外に居住されている
場合は、都道府県欄にお住いの「国名」、
市区町村名にお住いの「詳細」を入力
してください。 

  

①  

②

② 

③

③ 
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 手順5： 扶養親族の所得の訂正 

① 対象の扶養親族の「所得について」入力してく

ださい。 

 一覧表に「未入力」と表示されている場合は、必ず

収入の見込金額を入力してください。 

 

② 給与所得（見込額）の確認をいたします。収入

欄に扶養親族の 1 月から 12 月迄の収入見込額

を入力すると所得金額を自動で算出します。 

③ 給与以外の収入がある場合は、「はい」を選択し、

該当する項目に収入及び経費を入力してくださ

い。   

 算出した結果、給与のみの収入金額が 

「1,030,001 円」以上の場合は、扶養控除を受け

ることができません。 

（合計所得金額が「48 万円」超の場合） 

 「給与所得」「65 歳以上の年金所得」「65 歳未満の

年金所得」「退職所得」については、年末調整の計算

式より自動で所得を算出します。 

 給与以外の収入がある場合は、「確定申告」を行っ

ていただく必要があります。所轄の税務署に確認し

てください。 

 

④ 所得の計算方法について 

「税扶養しない」扶養親族については、収入（所

得）の入力を行ってください。所得の金額によ

っては、所得金額調整控除から外れる場合があ

ります。 

退職金をもらった方がいる場合、退職所得の 

金額を入力することも可能です。 

 所得の合計金額が「480,000 円」以下の場合、所

得金額調整控除の対象となります。「480,001 円」

以上の場合は、該当から外れますので、所得の金額

を確認してください。 

 

  

①  

② 

③ 

③ 

④ 
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 手順6： 扶養親族の障害の訂正 

① 扶養親族の「障害について」を確認・入力して

ください。 

 

【障害者手帳を持っていますか？】 

「いいえ」「一般の障害者」「特別障害者」から選択
してください。 

 

 障害が複数ある場合は、重い方の障害を明細に入力

してください。その他の障害については、備考欄に

入力してください。 

 手順7： 扶養親族を追加する 

① 扶養親族を追加する場合は「扶養親族を追加す

る」ボタンをクリックして、追加する扶養親族

情報を入力していきます。 

追加する扶養親族の 

 【基本情報について】 

 【住所について】 

 【所得について】 

 【障害について】 

を繰返し入力してください。 

 

 

①  

①  



ウィザード型操作手順書 

 

56 

1-9 所得金額調整控除の確認 

あなたの給与収入が 850 万円を超える場合、他の所得者が税扶養する親族について以下に該当する場合、 

「所得金額調整控除」を受けることができる場合があります。 

  あなたが「税扶養していない」扶養親族が年齢 23 歳未満であること 

  あなたが「税扶養していない」扶養親族が特別障害者であること 

  「税扶養しない」扶養親族の所得が 48 万円以下であること 

「税扶養する」扶養親族についても該当する親族を表示しております。 

 手順1： 配偶者・扶養親族について確認画面 

① 「配偶者について」「扶養親族について」の回答

を実施することで、所得金額調整控除に該当す

る親族を表示します。 

 

② 表示されている配偶者や扶養親族の情報に誤り

がある場合は、それぞれの「編集」ボタンをク

リックし「配偶者について」「扶養親族について」

より、訂正してください。 

 

 あなた自身が「税扶養」をしていない扶養親族につ

いても、条件に該当する場合は控除を受けることが

できます。 

③  
  

② 
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1-10 配偶者・扶養親族状況の確認 

配偶者・扶養親族についての設問に回答した内容を表示しています。内容が正しいかを確認してください。 

 手順1： 配偶者・扶養親族について確認画面 

① 訂正する場合は「編集」をクリックすると入力

画面が表示されます。表示されている内容を確

認して入力してください。 

 

② 表示されている内容で問題がなければ「保存し

て次へ」をクリックし、保険料控除についての

設問に回答してください。 

 「ご自身の所得見込について」は、所得金額調整控

除の該当人数、控除額が表示されます。 

 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「給与所

得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 

所得金額調整控除申告書」の配偶者・扶養親族につ

いて赤枠内の回答が完了します。 

 

 

 「扶養控除等（異動）申告書」「基礎控除申告書兼配
偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の申告
用紙の作成が完了しました。 

  

①

① 

①

① 

①

① 

②

② 
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1-11 生命保険の支払いについて 

ご自身で支払いをしている「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」について確認してください。

全く保険に加入していない場合は「申告しません」を選択していただくことで、住宅借入金等特別控除の設

問に移ります。 

必ず、保険会社から郵送されている「保険料控除証明書」を参照しながら入力してください。 

「保険料控除のお知らせ」では控除を受けることができませんので、ご注意ください。 

 手順1：  生命保険の初期表示の確認 

保険料控除の申告の有無を確認します。 

 

① 生命保険や地震保険・旧長期損害保険等、保険

料控除を受ける証明書がない場合は「申告しま

せん」を選択してください。 

 
 

② 生命保険や地震保険・旧長期損害保険等、保険

料控除を受ける証明書がある場合は「申告しま

す」を選択してください。 

 
 

 「団体保険の取込がされている」「電子的データの

取込がされている」「マイナポータル連携で取込さ

れている」等、データが登録されている場合は、「申

告しません」を選択しても「なし」での申告とはな

りません。その場合は詳細を確認の上、申告してく

ださい。 

 手順2： 生命保険の支払いについて 

① 現在登録されている生命保険を一覧表示してい

ます。 

 

② ご自身で支払をしている保険料がない場合は、

「ありません」をクリックしてください。 

 
 

③ ご自身で支払をしている保険料がある場合は、

「あります」をクリックしてください。 

 
 

 生命保険には「一般の生命保険」「介護医療保険」

「個人年金保険」が該当します。 

①  
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④ 現在登録されている保険料控除の明細を表示し

ます。団体保険の場合は、「編集」「削除」はで

きません。 

 

⑤ 新たに保険料控除の明細を追加する場合は「保

険料を追加する」をクリックして、明細を追加

してください。 

 

⑥ 前年に保険料控除を申告している場合は、明細

が表示されています。内容を確認の上、支払保

険料を入力してください。 

 前年入力した保険料については、明細をそのまま表

示しております。（修正はできません） 

訂正する場合は削除後、入力してください。 

 支払保険料は、「0 円」で表示しております。 

必ずご入力ください。 

 

 

 

  

④ 

⑤ 

⑥ 
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 手順3： 生命保険の訂正 

① 現在登録されている生命保険の内容を変更する

場合は、保険会社名の右横「↓」をクリックし

て入力されている保険の内容を表示し、入力し

てください。 

 

② 生命保険料の入力後「保存して次へ」をクリッ

クして次の画面へ移ります。 

③ 手元の証明書より、保険区分を確認します。 

「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保

険」を確認の上、該当項目を選択します。 

 

 

 

①  

② 

③ 
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④ 手元の証明書より、新旧区分を確認します。 

「旧制度適用」「新制度適用」は、支払金額が 

記載されている方が適用されます。 

 サンプルでは新制度適用欄に金額が記載されてい

るため、適用制度は「新制度適用」となります。 

 

⑤ 手元の証明書より、保険会社名を確認してくだ

さい。 

 

⑥ 手元の証明書より、「保険料控除証明書」の１２

月末日時点の支払い予定金額を「支払った保険

料の金額」欄に入力してください。 

 「介護医療保険」については、新制度のみとなりま

す。 

 12 月末時点の支払予定金額を必ず入力してくださ

い。 

 一つの保険料控除証明書に「一般の生命保険」「介

護医療保険」「個人年金保険」の明細が記載されて

いる場合があります。入力する際は、それぞれの明

細に従って保険料控除の明細を入力してください。 

 事前に登録されている、給与より天引きされている

団体生命保険を修正することはできません。 

 マイナポータル連携・電子的データとして取込を実

施した保険料については、金額など明細を修正する

ことはできません。訂正がある場合は削除の上、再

度取込を行ってください。 

 

④ 

⑤ 

⑥ 
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 手順4： 保険料の追加・訂正後に証明書をパソコンよりアップロードする 

保険料控除の証明書内容を記載後、証明書をアップロードすることができます。但し、アップロードした

場合も「証明書」の原本の提出は必要となります。必ず、証明書の原本を提出してください。 

① 「証明書アップロード」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

② アップロードする証明書をパソコンの保存先フ

ォルダより選択し、「開く」をクリックすると選

択した証明書が表示されます。 

 入力した保険料毎に、証明書の写真をアップロード

してください。 

 一つの証明書に複数の適用区分が記載されている

場合は、それぞれに証明書をアップロードしてくだ

さい。（同じ証明書を 2 ヶ所にアップロードしてく

ださい）  

 手順5：  保険料の追加・訂正後に証明書をスマートフォンよりアップロードする 

① 「証明書アップロード」ボタンをタップしてくだ

さい。 

 

② 保存している証明書の写真を選択する場合は

「フォトライブラリ」を選択し、パソコン使用時

と同様に必要な証明書を選択し、保存してくだ

さい。 

③ その場で写真を撮影して保存する場合は「写真

を撮る」を選択し、カメラを起動します。 

 

 

①  

② 

①  

③

③

③ 



ウィザード型操作手順書 

 

63 

④ カメラを起動後、添付したい証明書類の写真を

撮影します。 

 

⑤ 撮影後、「写真を使用」を選択すると撮影した写

真をそのままアップロードできます。 

写真の写りが悪い場合は「再撮影」を選択する

ことで、再度写真の撮影が可能です。 

 写真は必ず、数字が読めるか、文字が途中で切れて

いないか、保険会社名が見えているか等を確認し、

アップロードしてください。 

⑥ 事前に撮影している写真がある場合は、「フォト

ライブラリ」を選択し、アップロードする写真

を選択してください。 

 

⑦ 撮影した写真を選択し、「完了」をタップすると

選択した写真がアップロードされます。 

⑧ 選択した写真を確認し、誤りがあった等問題が

ある場合は「削除」ボタンをタップして写真を

削除します。 

削除後、「証明書アップロード」ボタンから再度

写真を選択し、アップロードしてください。 

 

 

  

④

④ 

⑤

⑤ 

⑥

⑥ 

⑦

⑦ 

⑧

⑧ 
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 手順6： 証明書アップロード時の注意点 

 必ず一枚ずつ撮影し、保存・アップロードしてくだ

さい。（複数枚の証明書をまとめて写真や PDF にす

ることはおやめください。） 

 以下の注意事項を確認して写真を撮影してくださ

い。 

 アップロードできるファイルは「写真」「PDF」フ

ァイルとなります。 

ファイルのサイズは「5MB」迄となります。  

① 撮影した写真の「保険の区分」「適用制度」「支

払保険料」「保険会社名」が識別できるかを確認

してください。識別できない場合は、再撮影し

てください。 

 

② 撮影した写真はアップロード画面に表示されま

す。同じ証明書又は、鮮明でない写真の場合は

「削除」してください。 
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1-12 地震保険支払いについて 

ご自身が支払いをしている地震保険、旧長期損害保険について入力してください。 

地震保険については、「地震保険」と「旧長期損害保険」の両方が一つにまとまった証明書が送付される場合

があります。その場合は、どちらか控除額が多い方の支払保険料で控除を受けてください。 

必ず、保険会社から郵送されている「保険料控除証明書」を参照しながら入力してください。 

 手順1： 地震保険の初期表示の確認 

 生命保険料と同じ手順となります。 

 

 手順2： 地震保険の追加 

 生命保険料と同じ手順となります。 

地震保険控除には「地震保険」「旧長期損害保険」が該当します。 

 

 手順3： 地震保険の訂正 

 生命保険料と同じ手順となります。 

 

 手順4： 地震保険と旧長期損害保険の両方が記載されている証明書 

① 地震保険の証明書に「地震保険料」「旧長期損害

保険」の支払額が記載されている場合は、どち

らか控除額の多い方を入力してください。 

 証明書に両方の記載がある場合は、地震保険料と旧

長期損害保険の両方の控除を受けることはできま

せん。 

（証券番号が同じ場合は、地震保険又は旧長期損害

保険の控除の多い方を選択、入力してください。） 

 

 

※サンプル証明書の場合、計算式に当てはめると 

地震保険料控除額「20,000 円」 

旧長期損害保険料控除額「15,000 円」 

となります。 

控除額の多い「地震保険料控除」で控除を受けてください。 
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1-13 社会保険・小規模企業共済等掛金について 

国民年金等（社会保険料）や iDeCo 等の確定拠出年金、心身障害者扶養共済制度等を入力してください。 

必ず、保険会社から郵送されている「保険料控除証明書」を参照しながら入力してください。 

但し、「国民健康保険」「高齢者医療制度（介護保険）」については、証明書の提出は不要です。 

 手順1： 社会保険料・小規模企業共済掛金の初期表示の確認 

 生命保険料と同じ手順となります。 

 

 手順2： 社会保険料・小規模企業共済等掛金の追加 

 生命保険料と同じ手順となります。 

 社会保険には、「国民年金」「国民年金基金」「後期高齢者医療制度」「国民健康保険」「介護保険」「その他（任意

継続・互助会他）」などがあります。 

 小規模企業共済等掛金には、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」「確定拠出年金法による個

人型年金加入者掛金」「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」があります。 

 

 手順3： 社会保険料・小規模企業共済等掛金の訂正 

 生命保険料と同じ手順となります。 

 

 

 

 介護保険とは、40 歳になると被保険者として加入する介護保険です。 

保険会社に支払をしている「介護医療保険」とは別であり、厚生労働省が管轄している保険となります。 

 「後期高齢者医療制度」「国民健康保険」については、証明書の提出は不要となります。 
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1-14 保険料控除の確認 

保険料控除についての設問に回答した内容を表示しています。内容が正しいかを確認してください。 

 手順1： 保険料控除について確認画面 

① ご自身の回答を訂正する場合は「編集」をクリ

ックし、入力画面を表示します。表示されてい

る内容を確認の上、入力してください。 

 

② 表示されている内容に問題がなければ「保存し

て次へ」をクリックし、住宅借入金等特別控除

についての設問に回答してください。 

③ 「生命保険控除額」「地震保険控除額」「社会保険

控除額」「小規模企業共済等掛金控除」欄の支払

保険料及び控除額が算出されます。  

 「給与所得者の保険料控除申告書」について回答が

完了します。  

 控除額及び支払保険料は自動計算しています。 

ご自身で計算する必要はありません。 

 

 「保険料控除申告書」申告用紙の作成が 
完了しました。 

①

① 

①  

①  

①  

②

② 
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1-15 住宅借入金等特別控除の申告実施について 

住宅借入金等特別控除を受ける場合は、住宅を取得した年に確定申告を行います。住宅を取得した所轄の税

務署から送付された「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」が手元にあることを確

認してください。申告後、税務署からの申告書用紙の提出が必要です。 

 手順1： 住宅控除の有無確認 

① 住宅控除を受ける場合は、「申告します」をクリ

ックして住宅控除の記載画面を表示します。 

 

 
 

② 住宅控除を受けない場合は、「申告しません」を

クリックすることで次の設問へ移ります。 

 
 

 手順2： 住宅控除の初期表示 

① 住宅控除を受ける場合は、「あります」をクリッ

クして住宅控除の記載画面を表示します。 

 

 
 

② 住宅控除を受けない場合は、「ありません」をク

リックすることで次の設問へ移ります。 

 
 

 住宅借入金等特別控除申告書では、3 種類の控除を 

受けることができます。 

「新築又は購入した家屋に係る事項」 

「増改築等をした部分に係る事項」 

「新築又は購入した家屋に係る事項（重複適用）」 

（申告用紙が 2 枚又は、上下に記載されている場合） 

 
 

 証明書の記載事項青枠内を確認してください。 
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 手順3： 住宅の買替確認 

① 以前、申告している控除がある場合にのみ右図

の設問が表示されます。 

住宅を買替えたため、新たに控除を受ける住宅

についての入力を行いたい場合には設問に回答

することで入力が可能となります。 

買替えをしていない場合は「いいえ」のまま以

降の設問に回答してください。 

 

② 回答が「はい」の設問が存在する場合、「買替を

実施した」ボタンが表示されますのでクリック

してください。 

 「はい」に変更した設問がひとつでも存在する場
合、以降の設問は非表示になります。「いいえ」に戻
すか、初期化を実行すると再表示されます。 

 

 

③ 確認メッセージが表示されますので表示内容

に間違いがないか確認の上、問題がなければ

「初期化」ボタンをクリックしてください。 

前回申告内容が初期化され、新たに入力するこ

とが可能になります。 

 

④ 初期化した後、「保存して次へ」を実行すると設

問の回答選択欄は右図のように選択できなくな

り、再度入力内容を初期化することはできなく

なりますのでご注意ください。 

 

①  

②  

②  

③  
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 手順4： 住宅控除の基礎情報の記載 

① （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額（限度

額）を確認の上、入力してください。 

「① (特定増改築等）住宅借入金等特別控除額」 
「② (参考)適用初年分の控除額」 

 申告用紙が 2 枚ある場合は、同じ項目毎に合算値を

入力してください。 

 
 
例：「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額」の
申告書が 2 枚ある場合は、①の合算値を①に入力 

 

 

② 住宅控除を受ける控除区分に所轄税務書より

送付された証明書の内容を入力してください。 

 該当する項目を「はい」にして入力をしてください。 

ア「「新築又は購入した家屋に係る事項」について」 
（新築・重）の「いいえ」を「はい」にしてください。 
 

イ「「震災による住宅控除の重複適用」又は 
「重複適用」について」（新築・重）の「いいえ」を
「はい」にしてください。 
 

 重複適用は、証明書が 2 枚手元にある方、又は重複
適用と記載されている方が対象となります。 

 
ウ「「増改築等をした部分に係る事項（バリアフリー改

修など）」について」（増）の「いいえ」を「はい」
にしてください。 

 

 

①  

（新築・重） （増） 

（新築・重） 

（増） 

ア 

イ 

ウ

⑤ 

② 
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③ 証明書について「旧様式」「新様式」どちらの種

類かを選択してください。 

「旧様式：（ヲ）（特定増改築等）住宅借入金等特
別控除額」 

「新様式：(参考)適用初年分の控除額」 
 

 ご自身の申告書を確認の上、該当の証明書名を選択

してください。 

 

 

④ 住宅借入金等特別控除申告書の下部に記載さ

れている「平成〇年中居住者用」を確認してく

ださい。 

［選択肢］ 

（年号）〇年中居住者用  
（年号）〇年中居住者用・特例用  

（年号）〇年中居住者用・認定住宅用  
（年号）〇年中居住者用・震災再取得等用  
（年号）〇年中特定増改築等住宅借入金等特別控除用  

（年号）〇年中居住者用・特例居住用家屋用  
（年号）〇年中居住者用・認定住宅等用  
（年号）〇年中居住者用・ 

認定住宅等（特例認定住宅等）用  
（年号）〇年中居住者用・ 

震災再取得等（特例居住用家屋）用  

 「特定」や「特例」は、居住開始年月日の日付の後

に記載されています。確認してください。 

 

 

 

新様式：(参考)適用初年分の控除額 

旧様式：（ヲ）（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 

③ 

旧様式 新様式 
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⑤ 住宅借入金等特別控除申告書の「新築又は購入

した家屋に係る事項」基礎情報「（イ）」から

「（ト）」に記載されている内容を入力してくださ

い。 

 

 

 居住開始年月日が 2 段に分かれて記載されている

場合があります。 2 段になっている場合は、まず

は上段部分を入力してください。 

 設問 「『（イ）居住開始日』が 2 段書きになってい

ますか？」を「はい」にすると「新築又は購入した

家屋に係る事項」の下段の入力画面を表示します。 

2 段書きの場合は、両方を入力してください。 

例：  居住開始年月日が 2 行で記載（上段・下段） 
金額が 2 行で記載（上段・下段） 

この場合、2 種類の控除を受けることができますが 
申告用紙は 1 枚にまとめて税務署から送付されてい
ます。 

⑥ 住宅控除を受ける際に連帯債務者がいる場合

は、「連帯債務者はいますか？」を「はい」に

して、連帯債務者に関する情報を登録してくだ

さい。 

 連帯債務者の情報や持分の登録をしていただくこ
とで、あなた自身の年末残高を算出します。 

 複数人の連帯債務者がいる場合は、債務者の追加を
行ってください。 

【按分率について】 

住宅按分率： 
建物についての連帯債務者の持分を入力して 
ください。 

 
土地等按分率： 

土地等についての連帯債務者の持分を入力し
てください。 

 
住宅及び土地等按分率： 

建物と土地を合算した連帯債務者の持分を入
力してください。 

 

 持分割合がない項目については「0%」と入力して

ください。 

 

⑤

⑤ 

⑥ 
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⑦ 住宅借入金等特別控除申告書の「増改築等をし

た部分に係る事項」基礎情報「（チ）」から「（ル）」

に記載されている内容を入力してください。 

（通常の増改築は「新築又は購入」欄に入力して

ください） 

 

 

 

 ﾘ) 増改築等の費用の額欄が上下段に記載されてい

る場合は、上段を「通常の増改築/バリアフリー/省

エネ改修工事の費用の額」欄に入力してください。

下段を「高齢者等居住及び特定断熱改修工事の費用

の額」欄に入力してください。 

 ﾇ）ﾘ）のうち居住用部分の費用の額が上下段に記載

されている場合は、ﾘ）と同様に入力してください。 

 ﾘ）の金額が上段下段で表示されている場合は、ﾇ）

も同様に上段下段で表示されています。 

 「ﾘ」「ﾇ」が上段下段で表示されていない場合は、

「通常の増改築/バリアフリー/省エネ改修工事の

費用の額」欄に記載されている金額を入力してくだ

さい。 

「高齢者等居住及び特定断熱改修工事の費用の額」

は「0 円」を入力してください。 

⑧ 連帯債務者がいる場合は「⑥」を参照の上、連

帯債務者の情報を入力してください。 

⑨ 「新様式：(参考)適用初年の控除額度額」を選択

した場合は、消費税の増税により画面が変わり

ます。様式をご確認の上、入力してください。 

⑦ 
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 新様式の場合は、連帯債務者の詳細を登録する必要

はありません。（ハ）（ニ）（ヘ）（ト）に本人の持分

割合が証明書に記載されているためです。 

 

⑩ 住宅控除を受ける場合、eNEN で申告した翌年

申告時に、住宅控除の証明書の明細が表示され

ます。 

 前年からの引継ぎで表示されている詳細について
は修正することができません。修正がある場合は、
管理部門に連絡をしてください。 

 

⑪ 修正がない場合は「ありません」をクリックし、

住宅ローンの入力画面を表示します。 

⑩ 
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 手順5： 住宅借入金等特別控除申告書をパソコンよりアップロードする 

住宅借入金等特別控除申告書を記載した後、申告用紙をアップロードすることができます。但し、アップ 

ロードした場合でも「住宅借入金等特別控除申告書」の申告用紙原本の提出は必要となります。 

必ず、申告書を提出してください。 

 
① 「証明書アップロード」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

② アップロードする証明書をパソコンの保存先フ

ォルダより選択し、「開く」をクリックすると選択

した申告書が表示されます。 

 重複控除を受けている場合は、入力毎に写真をアップ

ロードしてください。 

  

 

 

①  

② 
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1-16 住宅ローンについて 

当年の年末残高を入力してください。連帯債務者がいる場合は、連帯債務者の按分率等の明細を登録してい

ただくことで、ご自身の年度末残高を算出します。 

（共有の家屋を連帯債務で購入した場合） 

 手順1： 住宅ローン情報の初期表示 

① 住宅控除を受ける場合は、住宅ローン残高を登録してく

ださい。明細入力画面が表示されます。設問に対しての

回答は「あります」の状態で表示されます。 

 住宅控除を受ける場合は、必ず、住宅ローン残高の登録が必要
になります。 

 

② 住宅控除を受ける場合、eNEN で申告した翌年申告時に、

住宅ローン残高が表示されています。残高は毎年変わり 

ますので、必ずその年の年末残高の登録をしてください。 

 住宅控除を受ける場合は、「あります」以外を選択することは
ありません。必ず、その年の年末残高を登録してください。 

 

 

 手順2： 住宅ローン情報の記載 

① 借入金のローン区分を残高証明書より確認の

上、選択してください。 

［選択肢］ 

1) 新築・購入 

2) 震災重複適用 

3) 増改築 

②  

 

 

②  

①

 

１）・２） ３） 

１）・２） 

３） 
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② ローン区分を選択してください。 

[選択肢] 

1) 新築・購入 

2) 震災重複適用叉は重複適用 

3) 増改築 

 

③ 残高証明書の「住宅借入金等の内訳」を確認の

上、区分を選択してください。 

［選択肢］ 

1) 住宅のみ 

2) 土地のみ 

3) 住宅及び土地等 

4) 通常の増改築/バリアフリー/ 

  省エネ改修工事 

5) 高齢者等居住及び特定断熱改善工事 

 住宅借入金等の内訳について「通常の増改築/バリ

アフリー/省エネ改修工事」「高齢者等居住及び特定

断熱改修工事」は、増改築の場合のみ選択してくだ

さい。 

④ 当年の年末残高を入力してください。 

⑤ 複数の金融機関より借入を行っている場合は、

金融機関から送付されている残高証明書分の明

細を「住宅ローンを追加する」ボタンをクリッ

クして、入力してください。 

 連帯債務者がいる場合は、連帯債務者の情報を登録

することで、あなた自身の年末残高を算出します。 

 年末残高等証明書については、連帯債務者の証明書

とあなた自身の証明書が金融機関より送付されま

す。あなた自身の証明書を準備してください。 

 
 

② 

③ 

④ 

④ 
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 手順3： 残高証明書をパソコンよりアップロードする 

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を記載した後、証明書をアップロードすることができます。 

但し、アップロードした場合でも「住宅取得金に係る借入金の残高証明書」の申告用紙原本の提出が必要

となります。必ず、証明書を提出してください。 

① 「証明書アップロード」ボタンをクリックして

ください。 

 

② アップロードする証明書をパソコンの保存先フ

ォルダより選択し、「開く」をクリックすると選

択した証明書を表示します。 

 

 複数の金融機関より残高証明書を受け取っている

場合は、金融機関毎に証明書をアップロードしてく

ださい。 

 PDF でアップロードした場合は、証明書の確認が

できません。証明書のアップロードは写真を撮影さ

れることをお勧めします。 

 

 

 手順4： 申告用紙・残高証明書アップロードの注意点 

 必ず一枚ずつ撮影し、保存、アップロードしてくだ

さい。 

 以下の注意事項を確認して写真を撮影してくださ

い。 

 アップロードできるファイルは「写真」「PDF」フ

ァイルとなります。 

ファイルのサイズは「5MB」迄となります。 

 

① 撮影した写真の残高証明書の「住宅借入金等の

内訳」「年末残高」、住宅借入金等特別控除の「住

宅借入金等特別控除証明書の内訳」が識別でき

るかどうかを確認してください。 

識別できない場合は、再撮影してください。 

② 撮影した写真はアップロード画面に表示されま

す。 

 

①  

②  
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1-17 住宅控除の確認 

住宅借入金等特別控除額についての設問に回答した内容を表示しています。内容が正しいかを確認してくだ

さい。 

 手順1： 住宅借入金等特別控除について 確認画面 

① ご自身が答えた内容を訂正する場合は「編集」を

クリックすると入力画面が表示されます。表示さ

れている内容を確認して訂正してください。 

表示されている内容に問題がなければ「ここまで

の回答内容で申告を行う」をクリックすることで、

全ての設問への回答が完了します。 

 「住宅の買替」の設問は初回申告者の場合は表示さ
れません。 

  住宅控除額については「住宅借入金等特別控除につ

いて」「ローン情報について」を登録することで、住

宅控除額を自動で算出します。 

  借換えについては、1 回の借換えのみ自動計算を実

施いたします。2 回以上の借換えについては、ご自

身で計算を実施してください。 

  申告区分として「手入力」「電子」「マイナポ」の区

分を設けております。 

「電子」は、ご自身で電子的データの取込を実施し

た場合、「マイナポ」はマイナポータル連携を行っ

た場合となります。 

 
①

 

①

 

①

 



ウィザード型操作手順書 

 

80 

 手順2： 翌年の扶養を変更する 

全ての設問の回答が完了した時点で「ここまで

の回答内容で申告する」ボタンをクリックし、

翌年の扶養控除等（異動）申告書の申告を実施

します。 

 

① 全ての設問に回答し、問題がなければ「申告」

ボタンをクリックしてください。 

 

② 翌年の扶養控除等（異動）申告書に関して、扶

養に変更などがある場合は「翌年変更あり」ボ

タンをクリックしてください。 

扶養の変更がない場合は「翌年変更なし」ボタ

ンをクリックして、翌年の申告を完了させます。 

 

③ 「翌年変更あり」の場合は、翌年の扶養控除に関

連した設問に回答していただきます。 

「本人に関して」「扶養に関して」に回答するこ

とで、翌年の扶養控除等（異動）申告書の提出

が完了します。 

 

④ 「翌年変更なし」の場合は、当年・翌年の扶養控

除等（異動）申告書の申告が完了します。 

 証明書の提出が必要な場合は、「添付台紙」を印刷

の上、証明書を貼付けて提出してください。 

提出方法は、会社の管理部門の指示に従ってくださ

い。  

 

 

①

 

②

 

④
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1-18 証明書の提出 

全ての設問に回答が完了すると証明書の添付台紙を印刷することができます。必ず、証明書類を提出してく

ださい。提出先は、会社の指示に従ってください。 

 手順1： 添付台紙の印刷 

証明書の提出が必要な場合、証明書提出用の添

付台紙の印刷が可能となります。 

 

① 「添付台紙」ボタンをクリックして添付台紙を印

刷してください。 

 

 

 

 

 手順2： 添付台紙に証明書を貼付ける 

各添付台紙を印刷し、それぞれの台紙に証明書を添付してください。氏名や添付台紙に印刷されている

内容が見えるように証明書を添付してください。 

［扶養控除等（異動）申告書］  

① 国外居住扶養親族（配偶者含む）がいる場合は、

各扶養親族人数分の「親族証明書」「送金証明書」

を添付してください。 

 親族証明書は、あなたとの続柄が分かるようにして

ください。（続柄が記載されている部分に〇を付け

る等） 

 

② 障害者手帳については、各該当者分をコピーし

て添付してください。 

③ 勤務しているあなた自身が学生の場合は、学生

証のコピーを添付してください。 

  

① 

【扶養控除等（異動）申告書】 
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［保険料控除申告書］  

① ご自身で支払をしている、入力した保険料控除

の証明書を添付してください。 

 添付台紙のあなたの氏名や社員番号、及び印刷され

ている内容が見えるように貼付けてください。 

 

[住宅借入金等特別控除]  

② 税務署から郵送されている「住宅借入金等特別

控除申告書」用紙に残高証明書を添付してくだ

さい。 

 申告用紙・残高証明書が年末調整実施年のものであ

ることを確認してください。 

 申告書や残高証明書がコピーの場合は、控除を受け

ることができません。 

 申告用紙が紛失した場合は、最寄りの税務署に用紙

の再発行等についてお問合せください。 

 連帯債務者がいる場合は、申告用紙があなた自身の

用紙であることを確認してください。 

 連帯債務者がいる場合は、残高証明書があなた自身

の証明書であることを確認してください。 

 連帯債務者がいる場合は、備考欄に連帯債務者の情

報が記載されていることを確認してください。 

 

  

【保険料控除申告書】 

【住宅借入金等特別控除申告書】 
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[前職源泉徴収票]  

① 源泉徴収票を入力した場合は、入力した源泉徴

収票を添付してください。 

 入力した源泉徴収票を添付してください。 

 添付した源泉徴収票が年末調整該当年であること

を確認してください。 

 

 

  

【源泉徴収票（前職給与）】 
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1-19 申告を完了する 

全ての設問に回答が終了したら、申告は完了となります。 

 手順1： 申告内容を参照する 

① 申告完了後、メニュー画面を表示します。「回答

内容を参照する」をクリックすると各設問に回

答したご自身の記載内容を参照することができ

ます。 

 

② 証明書提出用の添付台紙や申告書用紙を印刷す

ることができます。 

 

 手順2： 過去分の参照 

① 年度を切替えることで、過去に提出した申告内

容を参照することができます。 

 

 

  

① 

① 

② 
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